
個人情報ファイル簿番号 個人情報ファイルの利用目的

2210-100001

  要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関が情
報共有及び連携しながら、要保護児童等の早期発
見・早期対応及び適切な支援を図るために利用す
る。

2210-100002

　ＤＶ被害者の相談に応じるとともに、緊急避難が
必要な場合は保護し安全確保を図るとともに、自立
支援を行い、被害者の救済措置を図るために利用す
る。

2210-100003
  女性の様々な悩みに対応するため、面接や電話等
により相談を行うために利用する。

個人情報ファイル簿一覧表

部課等名：こども未来部家庭相談課（課コード：2210）

女性一般（法律）相談　相談票

女性記録票

児童記録票

個人情報ファイルの名称



（個人情報ファイル簿） 

個人情報ファイル簿の番号 ２２１０－１００００１ 

個人情報ファイルの名称 児童記録票 

行政機関等（実施機関）の 
名称 

厚木市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども未来部家庭相談課 

個人情報ファイルの利用目的 

 要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関が情

報共有及び連携しながら、要保護児童等の早期発

見・早期対応及び適切な支援を図るために利用す

る。 

記録項目 氏名、住所、生年月日、性別… 

記録範囲 
 要保護児童対策地域協議会に登録を行った児童及

び妊婦 

記録情報の収集方法 本人及び家族からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 － 



開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）厚木市市政情報コーナー 

（所在地）〒243-8511 

神奈川県厚木市中町３－１７－１７ 

     厚木市役所３階 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 

備   考 － 

 

  



（個人情報ファイル簿） 

個人情報ファイル簿の番号 ２２１０－１００００２ 

個人情報ファイルの名称 女性記録票 

行政機関等（実施機関）の 
名称 

厚木市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども未来部家庭相談課 

個人情報ファイルの利用目的 

 ＤＶ被害者の相談に応じるとともに、緊急避難が必

要な場合は保護し安全確保を図るとともに、自立支援

を行い、被害者の救済措置を図るために利用する。 

記録項目 氏名、住所、生年月日… 

記録範囲 女性相談者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 － 



開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）厚木市市政情報コーナー 

（所在地）〒243-8511 

神奈川県厚木市中町３－１７－１７ 

     厚木市役所３階 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 

備   考 － 

 

  



（個人情報ファイル簿） 

個人情報ファイル簿の番号 ２２１０－１００００３ 

個人情報ファイルの名称 女性一般（法律）相談 相談票 

行政機関等（実施機関）の 
名称 

厚木市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

こども未来部家庭相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
 女性の様々な悩みに対応するため、面接や電話等

により相談を行うために利用する。 

記録項目 氏名、住所、生年月日… 

記録範囲 女性相談者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 － 



開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）厚木市市政情報コーナー 

（所在地）〒243-8511 

神奈川県厚木市中町３－１７－１７ 

     厚木市役所３階 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☐法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ☐無 

備   考 － 

 

 


